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質問 回答

1

なぜ保育所等における濃厚接触者の特定をやめ
るのか。

オミクロン株BA.5系統への置き換わりが進み、新型コロナウイル
ス感染症の感染者数が急増する一方、重症者数が抑えられている
状況を踏まえ、社会経済活動との両立を図るため、保健所と改め
て濃厚接触者の特定について協議をした結果、保育所等で新型コ
ロナウイルス感染者が確認された場合、施設による濃厚接触者の
特定を行わないこととします。

2-1

同一施設内で陽性者が多数出た場合にも、休園
や濃厚接触者の特定を行わないのか。

2-2

陽性者が発生したクラスの児童が登園してい
る。当該児童は登園停止とすべきではないの
か。

3

従来であれば濃厚接触者に該当していた子ども
も登園が可能になり、感染拡大の可能性がより
高まる。園職員の安全性はどのように担保され
るか。

発熱等の症状がある子どもについては、当然登園を控えていただ
くよう横浜市から通知しています。
一方、症状がある園職員については、速やかに自身の感染状況を
確認できるよう、横浜市から抗原定性検査キットの配付を予定し
ています（配付時期等詳細は決定次第通知します）。
なお、本市から配付する抗原定性検査キットは園職員が使用する
ものであり、園児用ではありません。

4-1

参考情報として、市や区の確認を経ずに、園独
自に濃厚接触者に準ずる人の特定及び保護者周
知を行っても良いか。

4-2

濃厚接触者の特定をしないことでクラスターが
発生したらどうするのか。園で独自に登園自粛
要請を行ってはいけないのか。

5

従来、濃厚接触者に特定された子どもは、当園
を控えると保育料の日割り返還を市が行ってい
た。濃厚接触者の特定を行わないまでも、自主
的に登園自粛をした保護者へ日割り返還をしな
いのか。

オミクロン株については、感染速度が高い一方、重症化率は低い
可能性が示唆されるなど、その特徴が徐々に明らかになってきて
おり、感染者数が増加傾向にあっても、社会経済活動との両立を
図るため、現時点で国は行動制限を設けない方針です。保育料の
日割り返還により、登園を抑制する考え方は、この国の方針に反
するため、登園を控えた場合の保育料日割り返還を行う予定はあ
りません。

コロナ対応に関するQA

厚生労働省から自治体への事務連絡を基に、横浜市の保健所及び
保育園の所管であるこども青少年局で協議を行った結果、保育所
における濃厚接触者の特定は行わないこととしました。
ご家庭ごとの登園自粛の判断には、陽性者が発生したクラス及び
感染規模を周知することで行っていただき、園独自で濃厚接触者
（及びこれに準ずるもの）をお知らせすることは行わないでくだ
さい。また、保育士不足以外の休園及び登園自粛要請はできませ
ん。

同一施設内での感染者数の多寡に係わらず、濃厚接触者の特定は
行いません。ただし、園利用者の不安感に配慮し、必要に応じ
て、陽性者が確認されたクラス名や、感染規模（感染者数）につ
いては、個人が特定されないようご配慮いただいた上で、周知し
ていただいて構いません。
園利用者は、この情報を基に、自主的に登園自粛をするか判断し
ます。
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6

陽性者が出たクラスに在籍しており登園してい
たが、その後陽性者が続出した。わが子に体調
の変化はないが、濃厚接触者にはならないの
か。

同一クラス内での感染者数の多寡に係わらず、濃厚接触者の特定
は行いません。引き続き、お子さまの健康観察を行っていただ
き、体調の異変や症状が現れた場合は、登園を控え、かかりつけ
医等に相談してください。

7

陽性となったクラスに在籍しており、感染を避
けるために別の一時保育施設での保育を希望し
たい。

陽性者及び濃厚接触者（家庭内に陽性者がいる場合等）を除い
て、通常どおり登園していただけるため、他の施設のご利用はで
きません。
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